
公 安 委 員 会 定 例 会 議 の 概 要

開催月日：令和５年１１月２２日（水）
出 席 者
○公安委員会

板井委員長、平川委員、岩本委員
○県警察

警察本部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、
情報通信部長、首席監察官、警察学校長、警務部総括参事官、総務課長、
監察課長、広報課次席、運転免許課聴聞官、公安委員会補佐室長

大分県公安委員会定例会議における協議事項、大分県警察からの報告事項等
は次のとおりであり、それぞれの事項について審議を行いました。

協 議 事 項

○ 犯罪被害者等給付金（重傷病給付金）の支給裁定について
警察本部から、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援

に関する法律」に基づき、犯罪被害者等給付金の支給を裁定することついて、
報告がなされた。

○ 運転免許の行政処分について
警察本部から、運転免許の取消しに係る意見聴取事案等について、各事案

概要、処分内容及び被処分者の意見・弁明等についての説明がなされ、協議
の結果、原案のとおり取消処分等を決定した。

報 告 事 項

○ 令和５年大分県議会第４回定例会の日程について
警察本部から、令和５年大分県議会第４回定例会に関し、会期、日程、質

問割当、議案等について、報告がなされた。

○ 令和５年管区優秀警察職員表彰受賞者の決定について
警察本部から、令和５年管区優秀警察職員表彰に関し、受賞者、表彰種別

等について、報告がなされた。

○ 警察職員の職務執行に対する苦情の受理・処理結果について（令和５年10月）
警察本部から、令和５年10月末における警察職員の職務執行に対する苦情

に関し、苦情受理件数、苦情受理内容別、苦情処理結果等について、報告が
なされた。

○ 監察事項について
警察本部から、警察職員の規律違反について、報告がなされた。

○ 指定暴力団員に対する中止命令の発出について
警察本部から、「暴力団対策法」に基づく中止命令を発出したことに関し、

命令発出日、違反行為及び違反行為者、事案概要等について、報告がなされ
た。

○ 信号機のない横断歩道における一時停止率について
警察本部から、信号機のない横断歩道に関し、都道府県の一時停止率、交

通事故の発生状況、県警における取組について、報告がなされた。
公安委員から「発生状況の分析結果に基づいて、効果的な対策に取組み、

交通事故抑止を図っていただきたい」旨の意見がなされた。


